
規格番号 品　　　　　　　　名 規　　格　　内　　容 備　　考

1400 缶 詰 類 共 通 １．缶類

    外観及び形状は巻締完全、外観良好で

    キズ・さび・汚染変形を認めないこと

２．製造規格

     ＪＡＳ標示品を原則とする

     但しそれ以外については別に示す

３．包装

     一般商業包装とする

４．表示

     （１）缶蓋には、品種名・製造工場名・製造

          年月日を表わす記号を打ち出してあること

      （２）缶胴には、品名・内容量・製造業社

           名が明記されていること

       （３）外装には、品名・内容量・製造業

            社名又は納入業者名が明記されて

            いること

５．検査

        （１）製造・包装・数量検査を実施する

        （２）製品の成分試験については社内

             試験成績書・品質保証書等の書類

             審査によることができる

         （３）ＪＡＳ製品については標示の確認を

              することにより内容量等の検査を省

              略することができる

６．保証期間等

          （１）製品は納品前12ヶ月以内に製造

              されたものとする

           （２）納入時、賞味期限は1ヶ年以上とする
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１４．　缶　詰　類


